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出店企業の皆様へ 

 

（公財）日本食肉流通センター 

 

労務費転嫁指針の改正について【情報提供】 

 

日頃から当センターの業務運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し

上げます。 

農林水産省畜産局食肉鶏卵課を通じて、労務費転嫁指針の改正について別添のと

おり周知依頼がありましたので、お知らせします。 

 

 

  



（別添） 
 

関係団体各位 

 

内閣官房と公正取引委員会では、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方

の立場からの行動指針として、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（以

下「労務費転嫁指針」といいます。）を策定・公表しています。 

 

今般、労務費転嫁指針の策定後に公正取引委員会で実施した調査結果等を踏まえて「労

務費の適切な転嫁に向けた取組事例」等を追加するとともに、令和８年１月１日に施行さ

れる「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(同法の

施行により「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する

代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（略称：中小受託取引適正化法 通称：取適法）

に改められます。)を踏まえて記載内容の見直しを行い、併せて、その他所要の修正を行う

こととし、労務費転嫁指針を改正することとしましたので、お知らせいたします。 

 

改正後の労務費転嫁指針や改正の概要については、以下 URL先の公正取引委員会 HPをご

覧ください。 

(令和 7 年 12 月 26 日)「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正につ

いて 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/202512_roumuhi.html 
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